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本約款は、シスメックス BioMajesty 株式会社（以下「SBC」という）が委託者から測定（以下「業務」という）を受

託し、当該業務を実施するに際しての両者間の基本的合意事項です。ただし、別途書面により別段の合意をした場合

は、その範囲内で本約款は適用されません。 

 

第１条（受託業務の範囲） 

SBCは、本約款または本約款および別段の合意に基づ

き、見積書に記載した範囲において業務を実施し、その

結果を委託者に提供します。 

第 2 条（個別的委託契約） 

委託者は、SBC に業務を委託するとき、見積書に記載

された有効期限までに、見積書に基づきSBC所定様式

の依頼書を SBC に交付し、SBC がこれを承諾するこ

とにより、委託者と SBC の間で個別の委託契約（以下

「個別契約」という）が成立します。本約款と個別契約の

定めにおいて解釈が異なる場合は、その部分に限り個

別契約の定めを優先して適用します。 

第 3 条（委託料） 

委託料は見積書に記載した見積合計額（見積書に消費

税額の記載がないものは、消費税額を別途加算する）と

し、見積書に記載した期日まで有効とします。 

第 4 条（支払い） 

委託者は、見積書記載の支払い条件に従い委託料を

SBC に支払います。ただし、SBC の過失により、SBC

が業務の結果を委託者に報告することができなかった

場合は、この限りではありません。 

第 5 条（試料等の提供） 

1. 委託者は、業務に必要な試料、物品およびそれに関

連する情報（以下「試料等」という）を SBC に提供しま

す。ただし、SBC が SBC 所定の受入基準を逸脱する

と判断した試料等については、その受領を拒否すること

ができます。 

2. 委託者は、両者間で別段の取決めがない限り、業務

に使用する試料等の採取や輸送等にかかる費用を負担

します。 

3. 委託者は、試料等の取り扱いに関する安全衛生上

の注意事項を SBC の業務実施前に提示する義務を有

します。委託者がこれを怠ったことにより SBC および第

三者に損害・損傷を与えた場合には、全て委託者の責

任と費用負担で解決するものとします。 

4. 委託者は、前処理を含む業務により試料等の一部

または全部が滅失、汚損される場合があることを了承し

ます。 

5. 委託者は、特別な取り扱い方法および保存条件等

の指定を要する試料等を提供する場合、事前に SBC

に通知します。SBC は、委託者からの通知がなく、これ

を原因として生じた損害についての一切の責任を負い

ません。 

6. 委託者は、業務の開始日までに試料等の提供が遅

れる場合、速やかに SBC に連絡し両者で協議します。

そのうえで SBC は、必要に応じて個別契約で定める報

告期日または納入期日を変更することができます。 

第 6 条（秘密保持） 

1. SBC は、委託者から書面または口頭により秘密情報

であることを明示して提供・開示された情報、資料、試

料等および業務の結果、ならびに業務の内容または業

務に関連して知り得た委託者の営業上および技術上の

秘密事項等（以下、これらを「秘密情報等」という）を、委

託者の事前の書面による同意なしに、これらを第三者に

開示または漏洩せず、業務の実施以外の目的に使用し

ないものとします。ただし、次の各号に関する事項につ

いてはこの限りではありません。 

(1)委託者から開示を受けた際、既に知っていた情報 

(2)委託者から開示を受けた際、公知・公用となってい

た情報 

(3)委託者から開示を受けた後、SBC の責によらず公

知になった情報 

(4)正当な権限を有する第三者から入手した情報 

(5) SBC が独自に開発したことを立証しうる情報 

2. 委託者は、業務の実施において SBC から書面また

は口頭により提供・開示された SBC の秘密情報等につ

いては、前項の秘密情報等として取り扱います。その場

合、委託者は、本約款において SBC が委託者に対して

負うのと同様の義務を負うことになります。 



第 7 条（報告） 

SBC は、個別契約で定められた期日までに業務の結

果を委託者に報告します。委託者は、SBC からの業務

の結果を受領後、速やかに業務の結果について検収し

ます。 

第 8 条（終了後の措置） 

SBCは、業務終了後、第5条（試料等の提供）に基づき

委託者から提供された試料等および秘密情報等を別段

の取決めがない限り、廃棄します。 

第 9 条（業務の実施責任） 

1. SBC は、委託者と協力して誠実に業務を実施し、業

務の実施について責任を負います。 

2. SBC は、SBC の責任となる理由によって業務の方

法および結果に不備または誤りがあった場合、委託者と

協議の上、SBC の費用負担にて業務を再実施します。 

3. SBC は、SBC の責任によらず受領した試料等が業

務に適さなくなった場合、それについての一切の責任を

負いません。なお、新たな試料等の提供による業務の再

実施によって生じる委託料については、委託者の費用

負担とします。 

第 10 条（結果の利用） 

委託者が業務の結果を利用することにより生じた損害

について、SBCは一切の責任を負いません。また、業務

の結果が第三者の知的財産権に抵触しない、侵害しな

いことを保証しません。 

第 11 条（解約） 

1. 委託者およびSBCは、両者で協議、同意の上、個別

契約を変更または解約することができます。 

2. 前項の定めに関わらず SBC は、やむを得ない事由

により個別契約の履行が困難になった場合、個別契約

を解約でき、この場合、それまでに SBC が業務の実施

に要した費用を請求することができます。 

第 12 条（不可抗力） 

1. 天災地変その他 SBC の責任によらない理由により

業務の実施が困難になった場合は、両者協議の上、そ

の措置を決定します。 

2. 前項において、SBC は、個別契約を解約することが

でき、この場合、それまでに SBC が業務の実施に要し

た費用を請求することができます。 

第 13 条（協議事項） 

本約款に定めのない事項または本約款の各条項の解

釈に疑義を生じた場合には、その都度誠意をもって両

者協議の上、決定します。 

第 14 条（有効期間） 

本約款の有効期間は、個別契約成立の日から第 7 条

（報告）における業務の結果を報告または支払いの終了

日のいずれか遅いほうの日までとします。 

 

以上 

 

 

 


